
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 

 

                                                           館山市 

 

 

１ 促進計画の区域 

  

 別紙地図に記載のとおりとする。 

 

２ 促進計画の目標 

１．館山・北条・那古・船形地区 

(1) 現況 

   本地域は、市の北・西部に位置し平坦地の水田が多く、半湿田から乾田地帯で

ある。水田では稲作を中心に秋冬野菜が栽培され露地では食用なばな、施設では

春菊、青さやいんげん、セルリー等が盛んである。 

また、館山・船形・那古地区の中山間地には温暖な気候を利用し、びわが栽培

されている。近年水田等に大型ビニールハウス施設を導入し、早期出荷、有利販

売をしている。 

那古地区においては酪農も盛んであり、人数は減少するも大型化し水田を利用

した飼料作物を栽培し、自給率を高めている。 

しかし、近年になり農業者の高齢化や後継者不足、離農者の増加等により集落

機能の低下している地域も多いことが課題である。 

(2) 目標 

    (1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項各号に掲げる事業を推進し、多面的

機能の発揮の促進を図ることとする。 

 

２．西岬・神戸地区 

(1) 現況 

本地域は、市の南部に位置し黒潮の影響を受け、平均気温は１６℃前後であり

温暖で無霜地帯である。この気候を利用し露地や施設によるストック、ポピー、

スターチス等の花き栽培と、トンネルを利用した水田裏作によるレタス栽培が盛

んであり、レタスは野菜指定産地となっている。 

なお、両地区には、花き栽培の認定農業者が多いため、それら担い手による花

きの団地化・産地化による高品質・安定生産を目指していく。 

しかし、近年になり農業者の高齢化や後継者不足、離農者の増加等により集落

機能の低下している地域も多いことが課題である。 

(2) 目標 

    (1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項各号に掲げる事業を推進し、多面的

機能の発揮の促進を図ることとする。 

 



３．神余・豊房地区 

(1) 現況 

  市の南東部に位置し山間谷津田が多く、半湿田が多い。中山間地域であり耕作

面積も小さく、水田・山畑を利用した秋冬野菜と中山間地を利用した千両の栽培

が盛んである。また、豊房地区ではいちごが栽培され、観光いちご狩りも開園し、

年間２～４万人程度の入園を見ている。 

また、同地区は観光いちご狩りを中心とした体験観光型農業への取組や、集落

営農などを視野に入れた地域ぐるみでの活動が行われている。 

しかし、近年になり農業者の高齢化や後継者不足、離農者の増加等により集落

機能の低下している地域も多いことが課題である。 

(2) 目標 

(1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項各号に掲げる事業を推進し、多面的

機能の発揮の促進を図ることとする。 

 

４．館野・九重地区 

(1) 現況 

  市の東部に位置し比較的平坦地の水田が多く、半湿田地帯である。水稲を中心

に、施設を利用したいちご、春菊、青さやいんげん等の栽培がなされている。特

にいちご栽培については立地性を活用し、観光いちご狩りを開園し、年間６～９

万人程度の入園を見ている。 

同地区は、いちご栽培の認定農業者が多いため、それら担い手によるいちごの

団地化・産地化による高品質・安定生産を目指していく。 

また、九重地区においては大型化酪農が盛んであり、水田を利用した飼料作物

を栽培し、自給率を高めている。さらに新たな特産品として自然薯の産地化に取

り組んでいる。 

しかし、近年になり農業者の高齢化や後継者不足、離農者の増加等により集落

機能の低下している地域も多いことが課題である。 

(2) 目標 

(1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項各号に掲げる事業を推進し、多面的

機能の発揮の促進を図ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 法第６条第２項第１号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事

業に関する事項 

 

 
 

 
実施を推進する区域 

 
実施を推進する事業 

 
① 

 

館山・北条・ 

那古・船形地区 

 
法第３条第３項各号に掲げる事業 
 

 
② 

 

 

西岬・神戸地区 

 

 
法第３条第３項各号に掲げる事業 
 

 
③ 

 

 
神余・豊房地区 

 

 
法第３条第３項各号に掲げる事業 

 

 
④ 

 

 
館野・九重地区 

 
法第３条第３項各号に掲げる事業 
 

 

 

 

 

４ 法第６条第２項第１号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実

施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域 

 

  設定しない。 

 

 

５ その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項 

 （１）法第３条第３項第１号に掲げる事業を推進するに当たり、県、実施市町村、農

業団体等で構成する推進組織へ参画することとする。 

 （２）法第３条第３項第２号及び第３号に掲げる事業についても、必要に応じて（１）

による推進組織を活用できることとする。 

（３）法第３条第３項第２号（中山間地域等直接支払）事業に係る対象農用地の基

準等については、別紙のとおりとする。 

 

  



促進計画（別紙） 

１．法第３条第３項第２号（中山間地域等直接支払）事業について、次のとおり定め

る。 

（１）対象農用地の基準 

１）対象地域及び対象農用地の指定 

 交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうちイの要件を満

たす農振農用地区域内の農用地であって、１ｈａ以上の一団の農用地とする。ただし、

連担部分が１ｈａ未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同

取組活動が行われる複数の団地の合計面積が１ｈａ以上であるときは、対象とする。ま

た、連担している農用地でも傾斜等が異なる農用地で構成される場合には、一部農用地

を指定することができる。 

更に、一団の農用地において、田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基準を満たし 

ている場合においては、当該一団の農用地について、協定の対象となる農用地とするこ

とができる。ただし、交付金の対象となる農用地は、田のみとする。なお、畦畔及び法

面も農用地面積に加える。 

ア 対象地域 

 特定農山村法指定地域：旧西岬村、旧富崎村、旧豊房村 

 半島振興法指定地域：館山市全域 

イ  対象農用地 

(ｱ) 急傾斜農用地については、田1/20以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上 

勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回って 

も、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象とする。 

(ｲ) 自然条件により小区画・不整形な田 

(ｳ) 緩傾斜農用地については、田1/100以上1/20未満、畑、草地及び採草放牧地8度

 以上15度未満 

(ｴ) 千葉県知事が地域の実態に応じて指定する地域 

（２）対象者 

認定農業者に準ずる者とは、千葉県農業会議が発行する千葉県内の大規模農業経営 

者名簿に記載されている者、館山市水田農業ビジョンに位置づけた担い手、その他認 

定農業者に準ずる農業者として館山市長が認定する者とする。 

（３）その他必要な事項 

土地改良通年施行に係る事業の概要、現に災害を受けている農用地の災害復旧事業の

概要及び田から畑への地目変換等必要な事項について、記述するものとする。 

 

 

 

 


